
 「心身再生の郷」 「心身再生の郷」

村民憲章 
１．私たちは 歴史と伝統を大切にしましょう 
１．私たちは 美しい自然を守りましょう 
１．私たちは 郷土の文化を高めましょう 
１．私たちは 豊かな人情を育てましょう 
１．私たちは 仕事に誇りを持って働きましょう 

十
津
川

十
津
川
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入
園
・
入
学
お
め
で
と
う
！
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　4月5日から8日にかけて、村内の保育所、幼児教室、小学校、中学校で入園（室）・入学
式が行われました。
　入学（園）したのは、保育所24人、小学校20人、中学校21人です。
　新しい友だちが増えて、たくさん楽しい思い出を作って欲しいと思います。

入園・入学おめでとう!

み
ど
り
保
育
所

小
原
保
育
所

上
野
地
保
育
所

孫入　想愛ちゃん
もあ

杉本　陸ちゃん
りく

玉置　結衣ちゃん
ゆい

温井　蓮ちゃん
れん

則本　心花ちゃん
ここな

沼平　竜二ちゃん
りゅうじ

山本　楓牙ちゃん
ふうが

栗原　幸吾ちゃん
ゆわ

稲田　青宙ちゃん
せら

岩本　茉菜ちゃん
まな

垣野　結音ちゃん
ゆいね

前岡　思佑ちゃん
しう

山本　萌衣ちゃん
めい

池田　将紀ちゃん
まさき

池田　ゆめちゃん

鎌倉 孝志郎ちゃん
こうしろう

柳瀬　海月ちゃん
みつき

青木　小春ちゃん
こはる

松下　雷翔ちゃん
らいと

川上　嘉士ちゃん
よしと

峯砂　雅衣ちゃん
まい

山田　嘉夏ちゃん
かか

柳瀬　梁ちゃん
りょう

前田　康太ちゃん
こうた
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温井　涼音くん
りおん

　岡　若菜さん
わかな

中畑　果恋さん
かれん

近藤　秀夫くん
ひでお

川上　陽菜さん
ひな

後木　琴葉さん
ことは

植村　光稀くん
みつき

稲田　陽菜さん
ひな

二村　舜蓮くん
しゅれん

冨戸野　光くん
ひかる

沼平　亮太くん
りょうた

榊本　爽葵陽さん
そふいや

亀本　唯水さん
ゆな

岡　有里華さん
ゆりか

則本　渉くん
わたる

大谷　穣くん
じょう

西　雄輔くん
ゆうすけ

垣野　結飛くん
ゆうひ

大前　穂嵩くん
ほだか

岩本　大河くん
たいが

十
津
川
第
一
小
学
校

平
谷
小
学
校

西
川
第
一
小
学
校

西
川
第
二
小
学
校

十津川中学校

後木　瞭我・岡　　晶悟
北　　秀輔・久保見篤史
桑田虎太郎・小西　隆弘
田垣　輝人・玉置　隆治
西　　祥吾・則本　敦也
舛谷　龍紀・山本　海斗
天野ひまり・上田ほのか
植西　菜緒・北仲　玲奈
妹尾菜々夏・西　　　栞
森　　芽生・山本　陽菜
横倉　千春
【順不同・敬称略】
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４
月
21
日
に
西
川
区
北
部

の
生
産
者
を
中
心
と
し
た

「
や
つ
が
し
ら
会
」
が
生
産
し

た
「
ヤ
ツ
ガ
シ
ラ
」
を
利
用
し

た
芋
焼
酎
の
完
成
を
村
長
に

報
告
し
ま
し
た
。こ
の
焼
酎

は
「
い
も
の
か
ぶ
」
の
名
称
で

販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。限
定

１
，３
０
０
本
で
、自
然
豊
か
な

甘
味
で
飲
み
や
す
い
仕
上
り
に

な
っ
た
と
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
月
６
日
か
ら
15
日
ま
で

春
の
交
通
安
全
県
民
運
動
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

６
日
は
役
場
前
で
啓
発
運

動
が
実
施
さ
れ
、こ
だ
ま
の
里

の
人
た
ち
が
啓
発
物
品
を
配

り
な
が
ら「
安
全
運
転
を
お

願
い
し
ま
す
！
」と
声
を
か
け

ま
し
た
。

　

３
月
15
日
、大
住
先
生
を
講
師

に
救
急
隊
員
研
修
会
を
五
條
消

防
署
大
塔
分
署
で
実
施
し
ま
し

た
。
十
津
川
、大
塔
分
署
員
35
人

の
職
員
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

研
修
内
容
は
、日
ご
ろ
の
救
急

活
動
で
の
疑
問
、救
急
現
場
で
起

こ
り
う
る
病
態
に
つ
い
て
学
び
ま

し
た
。
こ
の
研
修
会
で
学
ん
だ
こ

と
を
生
か
し
、更
な
る
救
急
技
術

の
向
上
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
大
切
な
命
を

　
　
守
る
た
め
技
術
の
向
上
を
目
指
し
ま
す

　

４
月
８
日
、
奈
良
県
４
区
の
田
野
瀬
衆
議

院
議
員
及
び
堀
井
参
議
院
議
員
と
と
も
に

国
土
交
通
省
道
路
局
長
を
訪
問
し
今
年
度

の
事
業
見
直
し
公
表
時
に
「
十
津
川
道
路

（
豆
市
〜
今
戸
間
）」の
供
用
開
始
年
度
を
公

表
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
要
望
を
行
い
ま
し

た
。こ
の
要
望
は
、供
用
時
期
が
公
表
さ
れ
れ

ば
、
供
用
に
向
け
た
予
算
の
確
保
が
さ
れ
や

す
く
な
る
た
め
で
す
。

　

ま
た
、
事
業
化
が
決
定
し
て
い
な
い
天
辻

工
区
と
十
津
川
道
路
２
期
工
区
の
早
期
事

業
化
を
要
望
し
ま
し
た
。両
工
区
と
も
に
長

期
の
通
行
止
め
が
た
び
た
び
発
生
す
る
た
め

早
期
事
業
化
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
両
議
員

か
ら
も
強
く
要
望
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
十
津
川
道
路
」

　
供
用
開
始
年
度
の
公
表
を
要
望
!!

安
全
運
転
を
お
願
い
し
ま
す

水
谷
晃

　
（
第
１
分
団
）

鈴
木
大
介

　
（
第
２
分
団
）

平
瀬
元
貴

　
（
本
部
分
団
）

濱
矢
め
ぐ
み

　
（
第
８
分
団
）

玉
置
剛
児

　
（
第
８
分
団
）

亀
田
哲
史

　
（
第
９
分
団
）

新入団員６人が入団  村を守ります!

十
津
川
や
つ
が
し
ら
焼
酎

　「
い
も
の
か
ぶ
」完
成
！

（
敬
称
略
）
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　村では、昨年度に引き続き環境保全審議会のみなさんと小水力発電施設モデル事業に取り組

んできました。平成26年度には谷瀬（直径３ｍ）と重里（直径1.7ｍ）に水車を設置しましたが、平

成27年度には村内で３基目となる水車（直径３ｍ）が、上湯川市原地区に完成し、小水力発電に

成功することができました。

　水車や発電装置の製作には、京都市立伏見工業高等学校の足立善彦先生のアドバイスを受け

ながら大谷英一さん（出谷）らが中心となって２月下旬頃から着手し、３月30日に完成しました。

また、４月９日には、市原地区の八幡神社祭が行われ、七朗桜が満開のもと盛大にお祭りが行わ

れ、たくさんの人で賑わいました。この日も水車で蓄電した電力を利用して桜のライトアップに成

功し、今後さらに発電能力を高める取り組みを行い、災害時の電力確保につなげていきたいと考

えています。

　今回の表紙の写真は、小水力発電でライトアップされた写真です。

村内で３基目の発電用水車が
　　　　上湯川市原地区に完成！！
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氏　
　

名
：
森
井　

ひ
づ
る

所　
　

属
：
福
祉
事
務
所

担
当
業
務
：
介
護
支
援
専
門
員

ひ
と
こ
と
：　

平
成
26
年
４
月
か
ら
福
祉
事

務
所
で
介
護
支
援
専
門
員
と

し
て
介
護
が
必
要
な
方
が
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る

際
の
支
援
や
、相
談
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。
広
い
村
で

初
め
て
訪
れ
る
場
所
も
多
く
、

始
め
は
右
も
左
も
わ
か
ら
な

い
状
態
で
し
た
が
、訪
問
先
の

み
な
さ
ん
や
地
元
地
域
の
み

な
さ
ん
に
温
か
く
迎
え
て
い

た
だ
き
、勤
務
し
て
３
年
目
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

　

役
場
の
職
員
を
紹
介
す
る

コ
ー
ナ
ー
で
す
。
村
民
の
み
な

さ
ん
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

役
場
の
職
員
で
す
！

４
月
１
日
か
ら

診
療
所
医
師
が

替
わ
り
ま
し
た
！

【
離
任
の
ご
挨
拶
】

　

巳
波
・
神
戸
医
師
の
熱
い
思
い
に
あ
お
ら

れ
な
が
ら
巳
波
医
師
の
掲
げ
る
、「
へ
き
地
だ

か
ら
で
き
な
い
」か
ら「
へ
き
地
で
も
で
き

る
！
！
！
」へ
の
変
革
の
精
神
に
少
し
で
も
近

づ
き
、役
に
立
て
れ
ば
と
、長
年
外
科
医
で
あ

っ
た
小
技
を
少
し
役
立
て
、外
来
小
手
術
を

実
践
さ
せ
て
い
た
だ
き
、「
へ
き
地
で
も（
こ
れ

ぐ
ら
い
は
）で
き
る
！
」を
ご
く
小
規
模
な
も

の
で
は
あ
り
ま
す
が
実
施
し
て
み
ま
し
た
。

村
の
医
療
は
、平
成
26
年
度
か
ら
出
張
診
療

が
開
始
さ
れ「
へ
き
地
で
で
も
で
き
る
」か
ら

さ
ら
に
、「
へ
き
地
だ
か
ら
で
き
る
」医
療
へ
の

変
革
の
一
歩
を
歩
み
だ
し
ま
し
た
。
20
年
後

に
向
け
て
人
口
の
年
齢
及
び
地
域
偏
在
に
対

応
で
き
る
へ
き
地
医
療
を
村
は
世
界
に
先
駆

け
て
で
き
る
土
地
で
は
な
い
か
と
思
い
な
が

ら
任
期
を
終
え
ま
す
。
２
年
間
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
十
津
川
に
遊
び
に

来
た
時
に
は
知
っ
た
顔
に
出
会
え
る
こ
と
を

楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

【
着
任
の
ご
挨
拶
】

　

初
め
ま
し
て
。
４
月
か
ら
診
療
所

に
赴
任
し
ま
し
た
中
谷
と
申
し
ま

す
。
十
津
川
村
に
は
小
学
校
の
頃
に

剣
道
大
会
で
毎
年
訪
れ
て
お
り
、街

並
み
を
懐
か
し
く
感
じ
て
お
り
ま

す
。
ま
だ
ま
だ
慣
れ
な
い
部
分
が
あ

り
、ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
が

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、村
の
医
療
に
貢

献
で
き
る
よ
う
に
精
一
杯
頑
張
り
ま

す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

大住　周司医師

中谷　真豪医師
まさひで



☎
　 －　役場代表　－
電 話  0746(62)0001
FAX  0746(62)0210
IPﾌｫﾝ  050-5004-6720
　　　050-5004-6721
　　　050-5004-6722

　　－　庁舎２階　－
総務 62-0001
観光 62-0004
農林 62-0005
教育 62-0003・62-0067
地創 62-0910

　　－　庁舎１階　－
住民 62-0900・62-0911
財政 62-0903
建設 62-0904・62-0905
福祉 62-0901・62-0902
出納 62-0906

　　－庁舎３階－
議会事務局 62-0002

　－庁舎地下１階－
生活環境　 62-0907
水道　　　 62-0908

　　　　　　　　－　庁　　外　－
衛生センター　 63-0391
小原診療所　　 63-0040
歴史民俗資料館 62-0137

し尿処理場　 63-0291
上野地診療所 68-0207
体育文化センター 63-0067

観光協会　　　 63-0200
泉湯　　　　　 62-0090
温泉プール　　 64-0762
北部保健センター 68-0017
十津川警察庁舎 63-0110

道の駅十津川郷 63-0003
庵の湯　　　　 64-1100
社会福祉協議会 64-0666
商工会　　　　62-0132
五條消防大塔分署 0747-36-0317

　  －　役場以外　－
森林館(古ル野) 62-0567
滝の湯　　　　62-0400
高森の郷　　　64-1800
森林組合　　　64-0301
五條消防十津川分署 64-1190

情報広場です

内吉野保健所 ☎0747(22)3051

村報「とつかわ」を製本します！

　村民のみなさまのご協力により、村報「とつかわ」

が平成２７年１１月号で６５０号を超えました。

　これを記念して、村報「とつかわ」を収集している

村民の方を対象に、村報の製本を行います。

　製本を希望される方は、６０１号から６５０号まで村報

「とつかわ」と製本手数料１万円を添えて、８月５日

（金）までに総務課・広報担当へお申し込みください。

狩猟免許試験のお知らせ

　狩猟や有害鳥獣の駆除には狩猟免許が必要です。

今年度の狩猟免許試験が次のとおり行われます。

　新規に第１種銃猟及びわな猟免許を取得し、村の

有害鳥獣駆除員となる人を対象に、狩猟免許取得費

用の一部を（一社）奈良県猟友会　十津川支部が助

成します。

平成27年国勢調査 人口速報集計の集計結果

　調査へのご回答，ありがとうございました。

　国勢調査は，我が国に住んでいるすべての人と世

帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。

 　国勢調査から得られる様々な統計は，国や地方公

共団体の政治・行政において利用されることはもと

より，民間企業や研究機関でも広く利用され，そのよ

うな利用を通じて国民生活に役立てられています。

夜間にHIV（エイズ）検査を実施します。

　検査は無料、匿名で受けられます。

総務課・広報担当 
☎ 0746（62）0001

（一社）奈良県猟友会 十津川支部
事務局長  尾中  宏彰
☎ 0746（62）0345

村報とつかわ 2016.57

なお、製本には約３か月
かかります。

6月26日（日）・9月4日（日）

9時30分～16時

（各試験日の前日に、講習会が開催されます。）

6月6日（月）午後5時～午後7時

内吉野保健所

電話予約が必要

橿原総合庁舎（橿原市常盤町605-5）

試験の１０日前（必着）までに、奈良県猟友会へ
お申し込みください。

十津川村

【（）は平成22年国勢調査との比較】

人　口　3,508人（△599人）

　男　　1,859人（△302人）

　女　　1,649人（△297人）

世帯数　1,577世帯（△254世帯）
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５
月
は
、林
業
関
係
の
補
助
事
業
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
山
づ
く
り

に
つ
い
て
は
、国
の
補
助
事
業
が
複
数
あ
り
ま
す
が
今
回
は
、【
美
し
い
森

林
づ
く
り
基
盤
整
備
交
付
金
】に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

森
林
の
持
つ
多
面
的
な
機
能
を
十
分
発
揮
す
る
た
め
に
は
、森
林
を

適
切
に
整
備
す
る
こ
と
で
健
全
な
状
態
に
保
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

美
し
い
森
林
づ
く
り
基
盤
整
備
交
付
金
は
、適
切
な
森
林
の
整
備
を

進
め
る
た
め
の
補
助
制
度
で
す
。

　

山
に
木
を
植
え
た
り
、生
育
途
中
の
木
の
手
入
れ（
保
育
）等
を
自
ら

行
っ
た
場
合
や
森
林
組
合
等
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
、一
定
の
条
件
を

満
た
し
た
整
備
に
対
し
て
、森
林
組
合
等
を
通
じ
て
助
成
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

十
津
川
式
林
業

六
次
産
業
化

発信：林業振興対策室
TEL：0746（62）0005

No.9

間伐をはじめとする森林整備に対して補助を受けるには、事業着手前の計画策定や写真の管理等さまざまな
作業が必要となります。詳しい補助金制度については農林課☎0746（62）0005にお問い合わせください。

0.1ha以上

0.1ha以上

0.1ha以上

0.1ha以上

下刈り

保育間伐

搬出間伐

人工造林
(地拵え・植栽)

鳥獣害防止
施設等整備
(防護柵等)

森林作業道
整備（開設/改良）

－

1～5年生

11年生～

11年生～

－

－

－

－

事業規模 補助率実施要件等（１）

採　択　要　件　等

林　齢
作業種

標準経費の50％

標準経費の50％

標準経費の50％又は68％

標準経費の50％又は68％

標準経費の50％

標準経費の80％

人工造林と一体的に実施する

場合に限る。

森林整備と一体的に実施する

場合に限る。

全刈り

スギ・ヒノキ2,000本/ha以上
広葉樹1,000本/ha以上

不良木の伐採率20％以上
不良木の伐採率35％以上

伐採率20％以上
搬出材積10m3/ha以上

●補助を受けるための条件
　作業種別の事業規模・林齢・その他採択要件については原則として下表のとおりです。
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・製造業

・旅館業（下宿営業を除く）

・農林水産物等販売業

・情報サービス業等

・家屋（対象事業の用に供するもの：事務所
  等は対象外）

・償却資産（対象事業の用に供する機械及び
  装置、構築物）

・土地（取得の日の翌日から起算して１年以
  内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設
  の着手があった場合、当該家屋の建設部分
  のみ

　（取得価額）
・製造業、旅館業
　資本金1,000万円以下　　500万円以上
　資本金1,000万円
　　　　超5,000万円以下　
　資本金5,000万円超　　2,000万円以上
・農林水産物等販売業・情報サービス業等
　　　　　　　　　　　　500万円以上

・不均一課税（３年間）
　　初年度分　　100分の0.16　（1/10）
　　第２年度分　100分の0.40　（1/4）
　　第３年度分　100分の0.80　（1/2）

・青色申告書を提出する個人又は法人

・製造業

過疎地域自立促進特別措置法 半島振興法

・情報通信技術利用事業（コールセンター）

・旅館業（下宿営業を除く）

・家屋（対象事業の用に供するもの：事務所
  等は対象外）

・償却資産（対象事業の用に供する機械及び
  装置、構築物）

・土地（取得の日の翌日から起算して１年以
  内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設
  の着手があった場合、当該家屋の建設部分
  のみ

　（取得価額）
・製造業、情報通信技術利用事業、旅館業
  2,700万円を超えるもの

・課税免除（３年間）
　全額免除

・青色申告書を提出する個人又は法人

対象となる事業

課税免除・不均
一課税の対象と
なる資産

対象となる条件

固定資産税

お問い合わせ先　財政課 ☎０７４６（６２）０９０３

　村内で、下記の対象となる事業の用に供する設備を新設、増設した場合は、過疎地域自立促進特別措
置法に係る村税の特別措置に関する条例又は半島振興法に係る村税の特別措置に関する条例に基づ
き、固定資産税の特別措置の適用があります。  

　過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法に係る
村税（固定資産税）の特別措置について

1,000万円
　　　　以上）

税
率
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　後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険（健康保険組合や共済組合などの医療保険〔市町村国保や国保
組合は対象となりません〕）の被扶養者であった方は、これまでと同様に所得割がかからず、均等割額の９割軽減も継続
されることとなりました。

　所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割額が５割軽減されます。（年
金収入のみの場合、153万円超211万円以下の方）

　後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する公費によって
運営されています。
　医療機関の上手な受診と毎日の健康づくりで医療保険制度をみんなで支え合いましょう。

２．被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置

【所得割額軽減の基準】

　世帯（世帯主及び被保険者）の総所得金額等（医療費控除や社会保険料控除等各種控除をする前の額）により判定
します。

【均等割額軽減の基準】

　所得の低い方は、世帯（世帯主及び被保険者）の所得水準に応じて次のように保険料が軽減されます。　
１．所得の少ない被保険者に対する軽減措置

■保険料率

※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、その世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
※軽減判定は４月１日（４月２日以降新たに加入した場合は加入した日）の世帯の状況で行います。

◎保険料の軽減について 〈平成28年度以降の保険料軽減措置について〉

○法律に基づき２年ごとに保険料率が見直されます

◎保険料率について

後期高齢者医療保険から保険料率改定のお知らせ

▶

▶

▶

▶

▶

・均等割額　44,700円 ・均等割額　44,800円

平成26・27年度 平成28・29年度

・所得割率　　 8.92％・所得割率　　 8.57％ 

① 2割軽減の拡充 … 軽減対象所得の基準額の引き上げ。
　 （現　行） 基準額 33万円 ＋ 47万円 × 被保険者数
　 （改正後） 基準額 33万円 ＋ 48万円 × 被保険者数

９割軽減

8.5割軽減

５割軽減

２割軽減

② ５割軽減の拡充 … 軽減対象所得の基準額の引き上げ。
　 （現　行） 基準額 33万円 ＋     26万円 × 被保険者数
　 （改正後） 基準額 33万円 ＋ 26.5万円 × 被保険者数

基礎控除額（33万円）＋ 48万円（注） ×世帯に属する被保険者数を超えない世帯

基礎控除額（33万円）＋ 26.5万円（注） ×世帯に属する被保険者数を超えない世帯

基礎控除額（33万円）を超えない世帯

基礎控除額（33万円）を超えない世帯で、「被保険者全員が年金収入80万円以下」の
世帯（その他各種所得がない場合）
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平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方へ
積極的勧奨の差し控えにより第1期（計3回）の接種が完了していま
せんので、20歳なるまでに全4回の接種のうち、残りの接種を無料で
受けることが可能です。

健康だより

予防接種を受けるときは、母子手帳を忘れずに　お問い合わせは　住民課  ☎0746（62）0911

　予防接種を受けるときは、原則保護者の同伴が必要です。これまで学校や保育所等で行って

いました定期予防接種は集団接種から、医療機関での保護者同伴の個別接種に変わります。個

別接種の受け方はあらかじめ受診医療機関を決めて、医療機関に接種日を電話で予約して、接

種してください。

　みなさまのご理解とご協力をお願いします。

※定期予防接種は市町村が行い、住民基本台帳に基づいて個別通知を行います。赤ちゃんが生

　まれたとき、転入・転出したときには必ずお住まいの市町村に届出を行いましょう。

平成28年度から子どもの定期予防接種は

すべて個別医療機関での
　　　　　　接種に変わりました

3歳以上のお子さんがいる保護者のみなさまへ

対　象　者：十津川村に住民票があるお子さん

接 種 料 金：無料（対象年齢外は自費）

MR（麻しん・風しん）2期

対象年齢（時期）と接種期間接種回数予防接種の種類

2種混合（ジフテリア）（破傷風）

9歳以上  10歳未満
※ただし、1期追加の接種からおおむね5年経過していること

※接種期間は、小学校就学前の1年間で下記のとおりです。
（平成28年4月1日から平成29年3月31日の間）

小学校就学前の者
生年月日：平成22年4月2日～平成23年4月1日

4歳以上   5歳未満

3歳以上   4歳未満

1期初回と追加接種を済ませている者で、11歳以上 12歳未満

特例措置

2　　期

1期追加

１期初回

１回

１回

2回

１回

１回

１回～4回

日本脳炎
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国民年金の加入と納付
　国民年金は年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作ら
れた仕組みです。また、国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。
　20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！

学生納付特例制度
　●学生の方の保険料が猶予されます
学生納付特例の期間は年金を受けるための期間として計算されますが、老齢基礎年金には反映さ
れません。

　●所得のめやす
本人の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

　　　扶養親族等の数 × 38万円 ＋ 118万円
若年者納付猶予制度
　●30歳未満で学生以外の方の保険料納付が猶予されます
納付猶予期間は年金を受け取るための期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映され
ません。（平成37年6月までの期間措置です）

●所得のめやす
本人配偶者の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

　　　（扶養親族等の数 ＋ １） × 35万円 ＋ 22万円

　20歳になったら、役場の国民年金担当窓口（住民課）で手続きしてください。
　（窓口に来ることができない場合は、郵送による手続きも可能です。）

　国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、保険料の納付が猶予または免除される制度があ
ります。
　役場国民年金担当（住民課）もしくは年金事務所へご相談ください。
※手続きをしないと老後年金を受け取れなくなったり、不慮の事故により障害が残ってしまったときに、障害基礎年金を受け
　取れなくなる場合があります。

付加年金制度
　●16,260円の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金と合わせて付加年
　　金を受けられます。
　●付加年金の年額は「200円×納付月数」で計算されます。
　　例えば付加保険料を10年間納付して、65歳から80歳（15年間）のなるまで付加年金を受け取ると、

　　　付加保険料納付額・・・400円 × 120月 ＝ 48,000円
　　　付加年金額・・・・・・・・・・・・200円 × 120月 × 15年 ＝ 360,000円です。
　※付加保険料を納めるには、付加保険料の申し込みが必要です。

▶大和高田年金事務所 ☎0745（22）3531
▶住民課（国民年金窓口） ☎0746（62）0900

お問い合わせ ――――



（集団健診）
実施日 実 施 場 所 実施日 実 施 場 所

８月 1

2

3

日（月）

日（火）

日（水）

８月25

26

27

28

日（木）

日（金）

日（土）

日（日）

（個別健診）
保険等の種別 実 施 場 所 実 施 期 間

中 川 医 院
小原診療所

８月１日～12 月 27 日
（休診日を除く）

県内の健診実施機関
(村内の医療機関を除く) ８月１日～平成29年１月31日

平谷地区生活改善センター

北 部 保 健 セ ン タ ー

住 民 ホ ー ル

東 中 公 民 館

住 民 ホ ー ル

住 民 ホ ー ル

北部保健センター

国 民 健 康 保 険 の 人
後期高齢者医療の人
生活保護を受けている人

国 民 健 康 保 険 の 人
後期高齢者医療の人

村報とつかわ 2016.513

国保だより

特定健康診査を受けましょう！

対象年齢　　４０歳以上（昭和５2年３月３１日生まれ以前の人）
申込方法　　【国民健康保険の人・後期高齢者医療の人・生活保護を受けている人】
　　　　　　　　個別に送付している申込ハガキによりお申し込みください。
　　　　　　【社会保険の人】
　　　　　　　　住民課へ電話で申し込みください。（肺がん・大腸がん検診）

申込期限　　平成28年６月3日（金）

検査内容　　●基本項目（問診・計測・診察・尿検査・血液検査）
　　　　　　●追加項目（心電図検査・腹部エコー検査）
　　　　　　●肺がん検診（胸部レントゲン）　●大腸がん検診（検便）
　　　　　　●肝炎ウィルス検査（今までに受けたことがない人）

腹部エコー検査を受けたい人は、「集団健診」または「中川医院」で申込をお願いします。
（「小原診療所」及び「県内の健診実施機関」では“腹部エコー”検査は行っていません。）

※県内の健診実施機関（村内の医療機関を除く）で受診される場合は、基本項目
及び心電図検査のみとなりますので、５００円となります。

※社会保険の人は、肺がん・大腸がん検診のみの検査となりますので、５００円と
なります。

自己負担　　１，０００円

※社会保険の人は、職場の健診を受診してください。但し、同時実施する肺がん・大腸がん検診のみ受診できます。

※糖尿病・高血圧症又は脂質異常症でお薬を飲んでいる人や人工透析で通院治療している人は、健診を受けたほう
　がよいかどうか主治医とご相談ください。

詳しくは、住民課（直通 0746－６２－０９11）までお問い合わせください。
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３
月
24
日
・
25
日
に
昴
の
郷
温
泉

プ
ー
ル
で
、水
泳
教
室
を
開
催
し
ま

し
た
。今
年
度
で
29
回
目
と
な
る
こ

の
教
室
に
、村
内
小
学
生
18
人
が
参

加
し
ま
し
た
。講
師
は
奈
良
県
か
ら

選
抜
さ
れ
た
高
校
生
た
ち
で
、参
加

し
た
子
ど
も
一
人
一
人
へ
個
別
指
導
を

し
て
く
れ
ま
し
た
。低
学
年
に
は
水
に

潜
る
練
習
、浮
き
輪
・
ビ
ー
ト
板
を

使
っ
て
泳
ぐ
練
習
を
、高
学
年
に
は
ク

ロ
ー
ル
や
背
泳
な
ど
の
泳
法
を
教
え

て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

教
室
の
最
後
に
、希
望
者
に
よ
る

水
泳
大
会
を
行
い
ま
し
た
。学
年
・
種

目
ご
と
に
競
い
あ
い
、最
初
は
全
然
泳

げ
な
か
っ
た
子
ど
も
も
、み
ん
な
の
大

き
な
歓
声
を
受
け
て
25
メ
ー
ト
ル
を

泳
ぎ
切
り
ま
し
た
。水
泳
大
会
終
了

後
、２
日
間
指
導
し
て
も
ら
っ
た
高
校

生
の
お
兄
さ
ん・
お
姉
さ
ん
た
ち
に
記

念
の
メ
ダ
ル
を
か
け
て
も
ら
い
ま
し

た
。

　

小
学
３
年
生
か
ら
６
年
生
の
希
望
者
を
対
象
に
、土

曜
日
の
９
時
か
ら
12
時
ま
で
、英
語
に
親
し
む
た
め
の

英
会
話
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

　

英
語
を
聞
い
た
り
、話
し
た
り
す
る
な
ど
積
極
的
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、英
語
は
楽
し
い
も
の
と

い
う
気
持
ち
を
子
ど
も
た
ち
に
感
じ
て
も
ら
う
た
め
の

教
室
で
す
。

　

４
月
23
日
に
十
津
川
高
等
学
校
で
開
講
式
を
行
い
ま

し
た
。５
月
14
日
よ
り
教
室
を
開
講
し
ま
す
。

　

保
護
者
の
み
な
さ
ま
も
ど
う
ぞ
ご
見
学
く
だ
さ
い
。

水
泳
教
室

　
　
　
開
催
！

小学生
早期英語教育
はじまります！

教育だより
第93号

　今年度十津川村教育委員会関係の行事予定をお
知らせします。
　各行事の詳細につきましては、「教育だより」など
でお知らせしていきます。

0４月　村内小・中学校入学式
0５月　子ども会大会
0６月　シルバー運動会
0７月　ジュニアリーダー研修会
00月　新十津川町児童・生徒研修来村
0８月　村内各大字盆踊り
１０月　十津川大運動会
１１月　村文化祭
0１月　成人式
00月　第６３回駅伝大会
00月　「昴の郷」マラソン大会
0２月　子ども会スキー研修
0３月　市町村対抗子ども駅伝大会
00月　村内小・中学校卒業式

※日程は会議等により、変更になることがあります。

平成28年度 年間行事予定



おめでたおめでた
中 　 桜 虎 　　4月 4日

父：秀幸　母：由貴　（小原）
（おうら） 　男

（敬称略）善意銀行善意銀行
･十津川村民生児童委員協議会
･大谷　英一

おくやみおくやみ
63

86

81

78

3

22

29

29

歳

歳

歳

歳

4月

4月

4月

4月

日

日

日

日

（平　谷）

（大　野）

（西　中）

（出　谷）

十津川高校だより

（敬称略）

人のうごき

村報とつかわ 2016.515

□
学
校
活
動

○
第
71
回
入
学
式

　

４
月
12
日
体
育
館
で
、第
71
回

入
学
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

新
入
生
31
人
は
晴
れ
や
か
な
気

持
ち
で
入
学
式
に
臨
み
ま
し
た
。

新
入
生
を
代
表
し
て
、汐
崎
正
樹

さ
ん（
十
津
川
中
学
校
出
身
）が

力
強
い
宣
誓
を
行
い
ま
し
た
。
新

１
年
生
の
こ
れ
か
ら
の
活
躍
に
期

待
し
ま
す
。

○
顕
彰
寮
・
清
香
寮
入
寮
式

　

入
学
式
に
引
き
続
き
、学
校
寮

の
入
学
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
本

年
度
は
新
た
に
22
人
が
寮
生
に
加

わ
り
、全
員
で
61
人
の
生
徒
が
寮

で
の
生
活
を
送
り
ま
す
。
新
入
寮

生
を
代
表
し
て
小
田
宙
人
さ
ん

（
高
石
市
立
取
石
中
学
校
出
身
）

が
宣
誓
を
行
い
ま
し
た
。

みなさまのご相談をお待ちしています
☎0747(22)8005

毎月第3水曜日に開催!
五條市の北本弁護士による無料法律相談
毎月第３水曜日 14時～16時
役場第１会議室
（場所が変更される場合があります）
※毎月２人まで相談可。（電話予約が必要です）
五條本町法律事務所 北本弁護士まで

お
誕
生
日
お
め
で
と
う
！

柳瀬　梁ちゃん（上野地）
（5月29日生まれ・満3歳）

いっぱい遊んで
大きくなぁれ !

父…憲三郎　母…望

りょう

前田　康太ちゃん（上野地）
（5月20日生まれ・満3歳）

保育所大好き♪
お友達といっぱい遊んでね

父…健一　母…亜吹香

こう  た

玉置　秦司ちゃん（折立）
（5月30日生まれ・満2歳）

すべり台と
食べるのがだーいすき !
父…広之　母…那津子

しん  じ

平成 28 年４月から偶数月
（４・６・８・10・12・２月）
の開催に変更になります。
ご注意ください。

當仲　節子

浦東　富定

原田　𠮷治

大谷松一郎

2 組（工芸コース）

1組（普通コース）

【
お
詫
び
と
訂
正
】

　

４
月
号
の
高
校
だ
よ
り
で

写
真
表
記
に
訂
正
が
あ
り
ま

し
た
。

　

１
組
と
２
組
の
表
記
が
逆

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。



発
行
編
集・お

問
い
合
わ
せ
先：十

津
川
村
総
務
課

〒
637-1333 奈

良
県
吉
野
郡
十
津
川
村
小
原
225-1

2016（
H
28）年

5月
1日・656号

  「
心
身
再
生
の
郷
」 

●世帯数　1,853世帯（＋31世帯）

●人　口　3,530人（＋26人）

【平成28年5月１日現在  （　）は前月比】

男性  1,757人（＋19人）
女性  1,773人（＋７人）

十
津
川

十
津
川

　平成28年度がスタートしました。

　今年度もどうぞ村報「とつかわ」

をよろしくお願いします。

　今回特集した、「入園入学おめで

とう」は毎年春を実感させてくれた

なあと思いながら作成しました。

　今年のGWは10連休という方も

いらっしゃるようですが、私はカレン

ダー通りで子どもたちの部活などで

お家暮らしになりました。

　でも、久しぶりの３連休でリフ

レッシュできました。 （Y・C）

使い切らない 空にしない 切らさない　１週間分の備蓄を日常に

写真：佐古　金一さん（大字平谷）

集落の絶景
果無集落の風景

小原診療所 
☎ 0746（63）0040

土曜診療日受付／ 8:30 ～ 11:15

診療所からお知らせ
受付／小　原  8:30 ～ 11:15
　　　上野地 13:15 ～ 15:15

整形外科診療日

診療時間／神納川･東中14:30 ～ 15:30
　　　　　　　  玉垣内14:00 ～ 15:30

出張診療

小原診療所
5
6
6

月
月
月

日
日
日

（土）
（土）
（土）

28
11
25

第４週
第２週
第４週

月　日 診療所
5
6
6
6

月
月
月
月

日
日
日
日

26
9
9
23

小 原 診 療 所
小 原 診 療 所
上野地診療所
小 原 診 療 所

午前
午前
午後
午前

（木）
（木）
（木）
（木）

場　所 期　日

（火）293/（木）166/（木）195/

（木）306/（火）146/（火）315/

（火）216/（火）76/（火）245/

神納川地区
生活改善センター
東中公民館
玉垣内集会所
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